
①国道16号線の下白根交差点から
お入りください。
正門より坂を上ると、
丸い屋根の建物がございます。

②右側のレーンに車を止めてください。
③受付にて、搬入許可書または
電子申請の受付番号をお申し出
ください。

④手続き用のカードを発行しますので、
お持ちください。

⑤そのまま進入ください。

① ② ③

④ ⑤

⑥ ⑦ ⑧

⑨ ⑩

⑥突き当りを右に曲がってください。
⑦投入ステージ（ごみを捨てる場所）に入ります。

職員の指示に従ってごみを捨ててください。
⑧出口は２か所ございます。
⑨出てすぐのレーンに停車いただき、装置にカード

を挿入してください。
処理が完了すると、レシートが出てきます。
カードと一緒にお持ちください。

⑪

⑩受付にカードとレシートをお持ちください。
職員から搬入手数料をお伝えします。
現金または各種キャッシュレス決済で納入
いただけます。

⑪資源回収は併設の収集事務所で受け付けています。
収集事務所の受付で、搬入したい旨お伝えください。

工場に自己搬入される方へ（資源循環局旭工場）

各種車両で大変混雑します。お越しの際は周囲にご注意いただき、安全に搬入をお願いします！
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